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総力戦体制下の医学教育制度改革
―医薬制度調査会を中心に―

＊吉 川 卓 治

はじめに

日中全面戦争を機に本格化した総力戦体制の下で取
り組まれた教育改革に関しては，1937年12月に発足し
た内閣直属の教育審議会の役割が注目されてきた。同
審議会が扱った範囲は広く，医学教育に関しても1940
年 9 月に決定した「高等教育ニ関スル件答申」の「専門
学校ニ関スル要綱」において，「医学ハ大学教育ヲ以テ
本則トナスモ専門程度ノ教育施設ニ関シテモ之ガ整備
充実ヲ図リ就中診療実習施設ノ完備ヲ期スルコト」と
記している。他方で，現実には答申と前後して臨時附
属医学専門部が帝国大学や官立医科大学に設置され，
以後，官公私立医学専門学校が増設されつつあったこ
ともよく知られている。
これに対して本稿が焦点を当てるのは医薬制度調査
会である。本調査会は，厚生省（1938年 1 月11日設置）
の諮問機関として1938年 7 月 1 日に設置された。医薬
制度調査会での議論は，医療公営化や医薬分業，日本
医師会の改組など医療制度の抜本的な改革への契機を
含んでいたため，関係諸団体を刺激して激しい論争を
巻き起こすとともに，教育審議会の動向とも交錯し
た。議論の末に医薬制度調査会は1940年10月28日の第
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4回総会で答申「医療制度改善方策」を決定するが，
その中で医学教育改革に関して，医師免許前の「基礎
的診療ニ関スル修練」の充実を求め，「修練」は一年
以上にわたり「一般的診療」に必要なことを「指導医
師」のもとで「ナルベク現在ノ学校教育期間中」に実
施することとした（この部分を含む「医術ノ向上」の
項目は1939年11月27日総会で決定）。
答申を受けて1942年 2 月に国民医療法（法律第70号）
が制定され，同年10月の国民医療法施行令（勅令第695
号）第 1条により，医師免許を与えられる者は，「大学
令ニ依ル大学ニ於テ医学ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得
ル者又ハ官立，公立若ハ文部大臣ノ指定シタル私立ノ
医学専門学校医学科ヲ卒業シタル者ニシテ一年以上診
療ノ修練ヲ経タルモノ」（下線─吉川）などと定められ
た。このように医薬制度調査会の答申は，医学教育に
おいて一年以上の「診療ノ修練」を免許取得の要件と
するという改革の起点となった。但しこの規定は在学
生には適用されず，敗戦を迎えて制度改革がなされた
ため「診療ノ修練」は実施されなかった1。とはいえ
医薬制度調査会での議論は，総力戦体制下の医学教育
改革の性格をよく表していると考えられるため，本稿
はこうした医学教育制度改革をもたらした医薬制度調
査会での議論を分析しようとするものである。
医薬制度調査会については，杉山章子，高岡裕之，*��名古屋大学大学院教員
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青木郁夫，宗前清貞の研究がある2。これらは厚生省
衛生局官僚の構想と，日本医師会や日本薬剤師会，あ
るいは産業組合系の全国医療利用組合協会などが提示
した構想とが競合する中に医薬制度調査会の役割を位
置づけて検討したが，医学教育制度改革にはほとんど
触れていない。一方，『日本科学技術史大系』第25巻
は医薬制度調査会の発足当初の委員と答申，その周辺
で展開された医学教育制度改革論を紹介した3。また
教育審議会での医学教育制度改革が「もう一つの学制
改革」というべき性格をもっていたとする米田俊彦の
研究でも扱われている。米田は，教育審議会の先の答
申が「崩れそうになっていた〔医学教育を大学で行な
う〕原則を再確認したという意味を多分にもっていた」
との評価を導く過程で，医薬制度調査会の設置から答
申までの議論の概要を『内務厚生時報』を用いてまと
め，教育審議会との関わりに論及している4。
このうち本稿は米田の研究に注目する。米田は，医
薬制度調査会が一年以上の「診療ノ修練」の導入を決
めながら，それが影響するはずの大学と専門学校（医
専）に分岐した医学教育制度の改革に言及しなかった
点を指摘し，その背景として，第一に医薬制度調査会
が医専の「臨床訓練」の充実を強く求める方向で審議
を進めていることを文部省が察知し先手を打って医専
の「臨床訓練」強化を図っていたと推察されること，
第二に軍の要求を受けて政府自らが臨時附属医学専門
部を設置していたことの二点をあげている5。
これに対して本稿は二点のうち第一の推察を再検討
したい。論点は次の二つである。
①�医薬制度調査会は本当に医専の「臨床訓練」充実
を求める方向に動いていたのか。動いていたとす
ればいつからか。
②�そもそも，文部省が強化に努めた「臨床訓練」と，
医薬制度調査会あるいは厚生省の求めるそれとは
同じものだったのか。
これらの検討を通して，総力戦体制下の医学教育制
度改革をもたらした医薬制度調査会の議論の意味を考
察する。
医薬制度調査会の総会や特別委員会の開催状況，そ
こでの議論の流れは『内務厚生時報』第 5 巻第11号
（1940年11月）の彙報欄「医薬制度調査会答申」にうか
がうことができる。これに対して本稿では，議論をよ
り詳細に明らかにするために，元内務官僚で貴族院議
員を務め医薬制度調査会の委員だった松本学の旧蔵文
書（松本学関係文書）に含まれている医薬制度調査会
関係の資料6，当時の医学雑誌7などを用いる。

１ 　医薬制度調査会の設置と議論の開始

1938年 7 月 1 日，医薬制度調査会官制（勅令第473
号）が公布された。閣議請議の理由書には「医療機関
ノ普及，整備統制及医療費ノ合理化其ノ他医事制度，
薬事制度ノ改善ニ関スル重要事項ヲ調査研究スル為医
薬制度調査会ヲ設置スルノ要アルニ由ル」とあった8。
だが，医薬制度調査会に託された第一の課題は，「今
具体的に其の二，三の例を申上げて見ますと先づ第一
に医療機関の不統制と其の偏在であります」9との林
信夫衛生局長の説明が示すように，「医療機関ノ普及」
といってもたんなる量的増加ではなく，無医村問題を
通して顕在化した医師の地理的偏在の是正だった。
官制では，会長は厚生大臣が務め，委員は40人以内
で臨時委員を置くことができるなどと定められた。実
際の委員は別稿10で考察したように， 3グループに分
けられる。第一は官僚グループで，官職により選出さ
れたいわゆる「職権委員」11である。厚生省の政務次官，
事務次官，参与官，予防局長，衛生局長のほか農林次
官と文部次官が含まれる。総会議事速記録から出席者
の確認できる最初の三回の総会をみると，林衛生局長
と広瀬久忠厚生次官（第 3回のみ出席）が積極的に発
言をしているが，農林次官は初回に顔を出しただけ，
文部次官はすべて欠席した。また後述する特別委員会
には官僚グループは一人も入っていない。
第二は帝国議会議員（貴族院 6人，衆議院 6人），日
本医師会長，日本歯科医師会長，日本薬剤師会長，日
本売薬業団体聯合会長といった「利益団体」代表のグ
ループである。委員が議員や団体代表を退いた場合，
議員の後任は同じ議院・会派から，「利益団体」代表
では同じ団体から任命された。その意味では「職権委
員」に準じた位置づけだったとみることができる。
第三は東京帝国大学医学部名誉教授や東京歯科医学
校学監，公立病院長，薬剤師，製薬業者，医療組合中
央会副会頭，元官僚，新聞社代表など各種の専門家等
からなるグループである。彼らは個人の資格で選ばれ
たようにみえるが，各「利益団体」との結びつきも強
かった。早々に離任した前田多門と岡実の後任に同じ
新聞社（朝日・毎日）の代表が就任するなど組織代表
という性格もあった。
こうした人選のため，時間がたっても当初の勢力バ
ランスが大きく変化することはなかった。幹事は厚生
省衛生局の局長（委員も兼務）や医務課長，課員らが務
めた。彼らが議論をリードしたと指摘されてきたが，
彼らが議論を一方的に進めたというよりも，どの「利
益団体」も多数派を占め得ないことで，各国体間の利
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害調整を図りつつ厚生省の意思が答申に反映するよう
に意見をまとめることが可能な状況にあった。
初めての総会は1938年 7 月26日に開催された。会長
の木戸幸一厚相が挨拶し，続いて林衛生局長が諮問事
項の説明に立った。この後，委員のフリートークがな
され，審議の進め方が話し合われた12。
翌日に開かれた第 2 回総会では，冒頭で幹事から

「調査要目」案が提示された13。これをたたき台に話し
合いが行なわれたが，議論が拡散したため，調査の項
目を策定する「特別委員」の設置を求める動議が出さ
れた。そこで会議終了後，会長が13名の「特別委員」
を指名し，委員長に添田敬一郎が就任した。会合は 8
月 1日に開かれ，「調査項目」がまとめられた14。
第 3回総会は夏休み明けの 9月22日に開かれた。添
田委員長から説明がなされ，第一「医療ノ人的構成要
素ニ関スル事項」，第二「医療ニ関スル事項」，第三「薬
品並ニ医療材料及医療機械ニ関スル事項」，第四「予防
並指導衛生ニ関スル事項」という四つの「調査項目」
が決定した。第一から第三の各項目に対応する特別委
員会が直ちに設置されたが，第四項目は適当な時機に
特別委員会に付すことになった。また各特別委員会の
委員は会長が指名するが，委員はどの委員会にも出席
し発言してもよいことになった。
三回の総会を通じて，委員は医学教育に関しては
もっぱら精神論的な人生観の教育や予防医学に関する
教育の必要性を吐露するにとどまった。速記録を読む
かぎり医育統一や「臨床訓練」についての議論はまっ
たくなされなかったとみられる。

２ 　医師の勤務指定制度と免許前の「実診
療」をめぐる議論

（ １）�第 １ 〜 ２ 回第一特別委員会―「臨床訓練」
論の不在―

三つの特別委員会のうち最初に開催されたのは第一
項目の「医療ノ人的構成要素ニ関スル事項」を担当する
第一特別委員会だった。1938年10月 3 日の第 1回会合
で提出された要望・論点を幹事がとりまとめたのが「第
一特別委員会議事要項」15である。意見が総花的に出さ
れた感があり，医師の再教育や徳育重視と並び「臨床
医学」に力を入れるよう求める発言があったこともう
かがえる。しかし，『日本医事新報』16や『医海時報』17

では「臨床医学」に関する発言は伝わっていない。
第 2 回の第一特別委員会は10月20日に開催された。
ここでは，医育統一の是非のほか，医師養成数の制限
および勤務指定などを求める意見が出された18。しか
し，結論には至らず，「第二特別委員会担当項目と関聯

する所が多いので，次回は第二委員会の審議の進行を
俟ち継続開催する事」になった19。
以上，第一特別委員会の二回の会議では「臨床訓練」
は議論の主要な論点にはならなかったとみられる。

（ ２）「幹事案」の登場―勤務指定制度の創設―
議論の舞台は第二項目「医療ニ関スル事項」を担当
する第二特別委員会に移る。初めての第二特別委員会
は1938年10月24日に開かれた。第 2回は10月29日に開
催され，主に開業医制度の改革が議論されたが，意見
はまとまらなかった20。そこで11月 4 日開催の第 3 回
の会合で第二特別委員会委員長の添田が「開業医制度
と公営制度」に関する小委員会を作って具体案を検討
することを提案し了承された21。
これを受けて12月19日に第二特別委員会の第 1回小
委員会が開かれ，そこに幹事から「実行腹案」として
提示されたのが「小委員会研究項目概要」22（以下「幹
事案」）だった23。「幹事案」には公的医療の拡充，開
業許可制と診療報酬への国家関与，医療内容の監督強
化，処方箋発行の義務化（医薬分業），勤務指定制度
の創設といった開業医の管理を強め，既得権益を掘り
崩す内容が含まれていた。このため開業医の「利益集
団」＝日本医師会（以下，医師会）は大きな衝撃を受
け，幹事＝厚生省への対決姿勢を強めていく。
本稿の関心から「幹事案」で注目されるのは「医師
ノ勤務指定制度ノ創設」である。そこでは，医師には
「公共性」があり，かつ国家が「相当ノ保護」を与えて
いるから勤務先の指定を命じることができるという論
理によって，「免許直後」に一定期間，指定した医療機
関での勤務を義務づけることが意図されていた。厚生
省は「免許直後」の勤務指定制度を医師の地理的偏在
を是正する施策の根幹に位置づけていた。
しかし，1938年12月26日に開かれた第二特別委員会
第 2回小委員会で「師範学校は官費生であるが私費生
に対する勤務強制はどうかと思ふ」「個人の立場からす
れば勤務を強制されることは面白くない」といった批
判が出された24。勤務指定制度への厳しい意見は，医
学雑誌などに医師会関係者が公表した多数の「幹事案」
批判のなかにもみられる25。

（ ３）�「小委員会案」までの曲折―免許前の「実
診療」の登場―

1939年 4 月17日の第 3回以降の小委員会では一項目
ごとに検討することになった26。 5 月29日の第 6 回小
委員会には「勤務指定制度ノ創設」を改めた「開業前
の従業制度」が提案された27。これは「医業は独占権に
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なつてる故，医師免許付与の条件」として 3年程度の
「公共の医業要務」を義務づけようとしたもので，勤務
指定の時期を「免許直後」から「開業前」に変更しよ
うとしたものだったとされるが，これに対しても「議
論続出，猛烈なる反論起つた」という28。
このため，添田が幹事側の意向を汲みながら医師会
側と折衝を行なった。その結果，新たな案（以下「添
田案」）が作成され， 9 月 5 日に開かれた小委員会の
「懇談会」に提出された29。「添田案」では，第一に「医
師ノ勤務指定制度ノ創設」が復活した。ただし「勤務
従事ハ免許直後ノ一定期間トスルコト」は削除され，
「勤務義務ハ医師免許ニ附随スル義務トシ大体三ヶ年
程度トスルコト」「勤務指定ハ厚生大臣之ヲ行フコト」
「勤務先ハ国，公共団体及公益法人立ノ診療所トスル
コト」と修正された。「一定期間」が「大体三ヶ年」，
勤務先が「国，公共団体及公益法人立ノ診療所」と明
確にされたが，勤務指定の時期は「免許直後」なのか
「開業前」なのかあいまいになった。
「添田案」で第二に注目されるのは，「医療内容ノ向
上」の項目が新設され，そこに「医育制度ノ改善」と
して「医育ハ医師等ヲシテ真ニ国民医療ノ重キニ任ズ
ルノ認識ヲ有セシムルモノタラシム」と同時に「免許
前相当期間実診療」が位置づけられたことである。
しかし「添田案」も批判に晒された。医師会内の最強
硬派ともいえる全国医師聯合会30を率いる渡辺房吉は
「添田案」を「幹事案」とほとんど同じか，むしろ悪化
しているとの意見を公表し，その中で「卒業後一ヶ年
は実診療に従事し，次で医師免状を下附せらるゝ附随
義務として約三ヶ年間，国立，公共団体立及び公益法
人立の診療所に勤務すべし，と云ふのである。〔中略〕
どうして医科卒業者に限つて，前後四年と云ふやうな
長期の義務年限を課せられるのであらうか。人権を蹂
躙するの甚だしきものと解せられない事も無い」と非
難した31。免許前の「実診療」とその後の勤務指定を
一体的に捉えて批判した点が注目される。一方で「長
期の義務年限」を問題視しているので条件闘争を視野
に入れているようにもみえる。
「添田案」は 9 月27日と28日の第二特別委員会小委
員会で検討され「小委員会案」32が作られた。そこでは
「医師ノ勤務指定制度ノ創設」について「厚生大臣ハ
国，公共団体及公益法人立診療所ニ勤務セシムル必要
ヲ認メタルトキハ免許ニ附随スル義務トシテ医師ニ二
年以内勤務ヲ命ズルコトヲ得ルコト」と修正された。
「大体三ヶ年」だった勤務指定期間が「二年以内」に短
縮されたことになる。他にも「開業ノ制限」に医師会
の意見を徴することや薬剤師法の本則中に医師の調剤

権を規定するなど，医師会への譲歩が見て取れる。一
方「医育制度ノ改善」には変更がなかったが，「厚生省
ニ於テ公共団体又ハ公益法人ニ勤務セシムル医師ヲ養
成スル方法ヲ講ゼラレ度」という北島多一委員（日本
医師会長）の提案した「希望意見」が入った。
「小委員会案」は10月 5 日の第 4回第二特別委員会に
提出され，大きな修正を被ることなく10月 9 日の第 5
回第二特別委員会で決定された33。

３ 　免許前の「実診療」から卒業前の「基
礎的診療ニ関スル修練」へ

（ １）�第 ３ 〜 4 回第一特別委員会―卒業後・免許
前の「実診療」―

第二特別委員会で結論（「小委員会案」）が出たことを
受けて，1939年10月23日に第 3回第一特別委員会が開
かれ，「第一特別委員会研究項目」34が提出された。こ
れは第二特別委員会で決定した内容をふまえて幹事が
まとめたものだった。しかし「小委員会案」と「第一
特別委員会研究項目」は同じではない。前者の「医育
制度ノ改善」が後者では「医術ノ向上」となり「医育
制度」から切り離された。また前者では「実診療」に
従事する時期と期間が「免許前」「相当期間」だったの
に対し，後者では「学校卒業後」「一年以上」になっ
た。さらに「実診療」の「指導医師」に「主トシテ官
立，公立，公益法人立其ノ他適当ナル病院勤務ノ医師
中ヨリ厚生大臣之ヲ指定スルコト」が後者に加えられ
た点も異なる。
「第一特別委員会研究項目」では「実診療」の時期
が「卒業後」と明確になったが，医師会側が簡単に了
承したとは思えない35。そもそも「医術ノ向上」が目
的なら，まずは大学や医専での教育の改善・改革を検
討するのが筋だろう。実際，10月30日の第 4回第一特
別委員会では文部省の意見を徴すべきとして文部省代
表者を呼ぶことになり（後述），また「実診療」は「医
育機関で行はせては如何」との意見も出た。ところが
後者に対して，林衛生局長は「当局の考へてゐるとこ
ろでは，一人の指導者がせいぜい五人位の者を担当す
るやうにしたい。学校の附属病院ではそんな指導の仕
方は不可能ではないかと思ふ」と説明した。また卒業
者は指導医師を希望できるかとの質問には「考慮した
い。然し実診療の経験は全科に亘つて行ふ必要がある
から，綜合病院でなければならぬ」と答えた36。
厚生省は「実診療」の「綜合病院」での実施にこだ
わっているようにみえる37。これはなぜだろうか。す
でに触れたように勤務指定制度で決められる医師の勤
務先は官公立・公益法人立の「診療所」だった。1933
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年に公布された診療所取締規則（内務省令第30号）に
よれば，診療所は「医業ヲ為ス場所」の総称で，その
うち「患者十人以上ノ収容施設ヲ有スルモノ」が病院
だった。医薬制度調査会幹事の一人で医務課長を務め
ていた野間正秋は，この時期，無医村地域の診療所と，
その手に余る患者を受け入れて治療するほか，設備の
共同利用等日常的に連携していくセンターとしての道
府県立「総合病院」（小都市に設置）をセットで普及さ
せることで無医村問題の解決につなげるという「地域
医療体系」構想を公表している38。この構想から，厚生
省は無医村の診療所に勤務指定制度により医師を派遣
し，「総合病院」には免許取得前の卒業者を送り込んで
「指導医師」のもとで「実診療」にあたらせることで，
「地域医療体系」を稼働させることを企図していたと解
される。その意味で，卒業者に期待されたのは，免許
取得前に位置づけられた補完的な「勤務指定」だった
といえる39。

（ ２）�第 5 〜 8 回第一特別委員会―卒業前の「基
礎的診療ニ関スル修練」へ―

1939年11月 6 日に開かれた第 5回第一特別委員会に
は文部省から督学官の横山俊平と宇野喜代之介が出
席した40。医育統一の意志はないか問われると，彼ら
は「社会的要求ある医専は矢張り存続させるのが当然
だと考へる」と答えた。しかし，全体として「文部省
は極力焦点をボカすことに努め」，「極力抽象論で逃げ
廻」ったと酷評された41。第 6 回（11月13日）の会議
も「何等の収穫を得る処なく」散会したという42。
11月20日の第 7回は懇談会形式で開催された。第一
特別委員会は陸軍当局から，修業年限について「一ヶ
年延長するといふ事は兵役関係もあり，早急にこれが
賛否を即断する事は出来ぬ」旨を聴取した43。兵役法
（1927年，法律第47号）の定める学徒の徴集延期最高年
齢が 3年制または 4年制の専門学校で25歳，大学学部
で27歳だったのが，1939年 3 月に一部改正され（法律
第 1号）， 3年制または 4年制の専門学校で24歳（早生
まれは23歳）， 5年制以上の専門学校で25歳（同24歳），
大学医学部で26歳（同25歳）に引き下げられたばかり
だった。しかも兵役制度改革と連動して修業年限短縮
への要請が多く提出されていた44。軍部が修業年限延
長を容認しないのは明らかだった。結局，第一特別委
員会は「現制度の四ヶ年を延長せずに医育向上の目的
達成が期せられたらこれに越した事は無い」との意見
でまとまった45。
こうして第一特別委員会は11月27日に開かれた第 8
回の会議で，免許の前提として「卒業後一ヶ年間臨床

の修練」を要するとした原案を覆し，「修練は成るべく
現在の学校教育期間中に於て実施する」と改めること
を「満場一致」で決定した46。もちろん「修練」が効
果をあげるには，「学校教育期間中」だとしても，ただ
実施すればよいわけではなく，他の学科との関連など
を検討する必要があったはずである。しかし，「成るべ
く」という言葉が表すように，「修練」の学科課程上の
位置づけは曖昧なままで，また1939年度から文部省が
徹底して実施していた医専の新学科課程47に関心が払
われた様子も見えない。
第一特別委員会で決定した内容は，1940年10月28日
開催の第 4回総会で配付されたとみられる文書に次の
ように記されている。
　　医薬制度調査会第一特別委員会決定事項
一　医術ノ向上
　（一）�医師免許前ノ基礎的診療ニ関スル修練ノ充実

（昭和一四，一一，二七決定）
　⑴�　医師ノ免許ニハ一年以上一般的診療ニ関シ必
要ナル修練ヲ経ルコトニ改ムルコト

　⑵�　修練ハ指導医師ヲ置キテ之ヲ行フコトトシ最
モ其ノ効果ヲ挙ゲ得ル様指導医師ニ対スル被指
導者ノ数ヲ按配スルコト

　⑶�　修練ハナルベク現在ノ学校教育期間中ニ於テ
実施スルコト48

「実診療」が「基礎的診療ニ関スル修練」に，実施時
期が卒業後から「ナルベク現在ノ学校教育期間中」に
改められた。「適当ナル病院勤務ノ医師」の中から厚
相が指導医師を指定するとの文言は消えたが，指導医
師の設置と被指導者数の考慮が入っていることから，
先述した林衛生局長の説明に鑑みて「修練」の場には
「綜合病院」も含まれると解される。
この決定事項は文言の修正を被ることなく答申案の
中に位置づけられた。答申は第 4回総会で原案通り決
定され，政府に提出された49。

おわりに

以上を踏まえて，はじめに示した論点についての見
解をまとめておきたい。
①医薬制度調査会は当初「臨床訓練」には特別な関
心をほとんどもっていなかった。米田は，文部省の公
私立医学専門学校規程案協議のための校長会議開催の
通知の起案が1938年10月24日だったのに対し，医薬制
度調査会の第一特別委員会が1938年 9 月22日に発足し
1回目が10月 3 日， 2回目が20日に開かれたことを根
拠に影響関係を推測したが，医薬制度調査会で「臨床
訓練」が議論されるようになったのは「添田案」が提



― 50 ―

総力戦体制下の医学教育制度改革

出される1939年 9 月 5 日以降だった。したがって，医
薬制度調査会の議論の進行状況はこの点では文部省の
政策動向に影響を与えるようなものではなかったとい
える。
②厚生省は，医師の地理的偏在是正を第一の課題と
して医薬制度調査会に臨んでおり，「幹事案」で免許
直後の勤務指定制度を提案した。しかし，これが医師
会の抵抗を受けて一定の修正を余儀なくされたのにと
もない，免許前の「総合病院」での「実診療」が加え
られ，それが答申において学校教育期間中の一年以上
の「基礎的診療ニ関スル修練」へと至った。要するに
「修練」の導入は，もっぱら医師の質（医育統一／学科
課程）と量（学校数／学生定員）のコントロールに関
心・責任をもつ文部省の論理に基づくものというより
も，免許取得前後の「医師」を厚生省の構想する「地
域医療体系」に効率的に配置しようとする意図に即応
したものだったということができる。
このことは文部省の動きと，医薬制度調査会＝厚生
省の意図とが乖離していたことを意味している。だと
すれば，文部省が先取り的に進めた「臨床訓練」強化
策は厚生省を満足させるものではなかったはずであ
る。ではなぜ医薬制度調査会は医専改革を答申に盛り
込まなかったのか。注目したいのは社団法人日本産業
衛生協会（会長小泉親彦，理事長暉峻義等）が設置し
た医育刷新委員会の動向である。もちろんこれは私設
の委員会に過ぎなかった。ところが，1938年11月18日
に第 1回会議を文部省会議室で開き， 2回目以降も文
相官邸で開催しただけでなく，メンバー（全23人）に
有光次郎専門学務局学務課長が入るなど，文部省との
結びつきが極めて強かった50。1940年 7 月22日に誕生
する第 2次近衛内閣で文相となる橋田邦彦もそこで中
心的役割を果たした。厚生省からも林信夫のほか古瀬
安俊（体力局技師）が参加し，医薬制度調査会委員の
奥村鶴吉，三宅正一，吉田茂も含まれていた51。
医育刷新委員会は内部に 7人の委員からなる医育専
門委員会を設置し，医薬制度調査会にやや先行して議
論を進め，1939年 5 月 6 日に「専門委員会案」を決定
した。これは，大学と医専のそれぞれに特色（別の役
割）をもたせ，医専は地方分散的に（北海道，東北，
北陸，東海，中国に各 1，関東，近畿，九州に各 2，
台湾 1，朝鮮 2校）設置し，原則給費制度により生徒
を入れて，卒業後は当該地方の「国家的又は公共的任
務に従事する義務」を 4年間課すとしたものだった52。
この案の決定と内容を報じる『医事公論』記事の別刷
が松本学関係文書に含まれており，医薬制度調査会で
配付・紹介された可能性が高い53。「専門委員会案」は，

医師の地理的偏在是正を目指す厚生省の意向に沿うも
のだった。このことから厚生省は，「医育制度」の改革
は文部省と深いつながりをもつ医育刷新委員会に委ね
る一方，医師会の改組（官製化）や医薬分業という，
反発の根強い改革に注力しようとしたのではないかと
も思われる。
しかしこの時期，他にも各種の団体や組織からさま
ざまな医学教育制度改革案が提出されていた。それら
は複雑にからみあっていて，各構想の内容や相互関係
には未解明の部分が多い。今後の課題としたい。

〔付記〕

本研究は JSPS 科研費19K02395の助成を受けたもの
です。
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This research analyzes the discussion relating to the Medical and Pharmaceutical Systems Research 

Council (MPSRC), a council established by the Japanese Ministry of Health and Welfare (MHW) dur-

ing World War II. A report presented by the MPSRC called for enhanced basic medical training prac-

tices to be conducted prior to medical licensure. It stated that training should be conducted to the 

greatest degree possible during the schooling period under the supervision of a licensed physician, 

and that such training should continue for at least one year or more as a requirement for general 

practice. The National Medical Care Act of 1938, launched from this report, would reform the phy-

sician’s education system. Previous studies on the discussion regarding the MPSRC imply that the 

strengthening of basic clinical training influenced the medical school curriculum reform as promoted 

by the Ministry of Education (MOE). This study aims to re-examine this point.

This paper asks the following research questions:

1) When did MPSRC started to discuss basic clinical training?

2) Was the concept of basic clinical training proposed in MPSRC by MHW the same as that which 

MOE describes?

This paper concludes the following:

1) The MPSRC did not begin discussing basic clinical training until after September 5, 1939, when the 

Ministry of Environment began reforming the medical school curriculum.

2) MHW, which, at the time, was mainly concerned with a means to correct the maldistribution of 

physicians in the country, proposed a system of work designation immediately after licensure. This 

was met with resistance from the Japanese Medical Association so thus modified to include the 

requirement of a basic clinical training practiced at general hospitals before licensure. This change 

resulted in the implementation of basic clinical training during school as found in the report, which 

differed from the current logic of the MOE at the time.

These conclusions suggest that there was a divergence between the MOE’s intentions regarding 

basic clinical training and the considerations of the MHW’s.
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